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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 平成２６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

評価軸①-1
組織体制

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　学識経験者、文化財所有者、各種関係団体及び行政関係者により構成される、宇治市歴史的風致維持向上協議会を開
催し、歴史的風致維持向上に資する事業の充実や計画の進行管理・評価などについて、意見を聞くことができた。「宇治市
歴史的風致維持向上協議会」の開催に先立ち、「宇治市歴史まちづくり推進調整会議」を開催し、行政各部局間の横断的
な連絡調整を行った。

【定量的評価】
　宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催回数　　　　　　  ：　３回
　宇治市歴史まちづくり推進調整会議の開催回数　　　　　    ：　３回

　計画の進捗管理や計画の変更・追加について、関係課で組織する「歴史まちづくり推進調整会議」を開催し庁
内意見を調整し、「宇治市歴史的風致維持向上協議会」に意見を伺うこととする。

進捗状況　※計画年次との対応

宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

項目

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

宇治市歴史的風致維持向上協議会・歴史まちづくり推進調整会議の開催状況

実施期間 種別 検討事項等

平成26年5月23日
　第1回
 　歴史まちづくり推進調整会議

　第1回

　【内　容】
　　１　歴史的風致維持向上計画の変更について
　　２　歴史的風致維持向上計画の進捗評価について
　　３　歴史的風致の維持向上に資する事業の充実について

宇治市歴史的風致維持向上協議会開催の様子

平成26年6月2日
　第1回
 　歴史的風致維持向上協議会

平成26年8月5日
　第2回
　歴史まちづくり推進調整会議

平成26年9月12日
　第2回
　歴史的風致維持向上協議会

平成27年1月27日
　第3回
　歴史まちづくり推進調整会議

平成27年2月9日
　第3回
　歴史的風致維持向上協議会

　【内容】
　　１　（仮称）宇治川太閤堤跡歴史公園整備とその周辺のまち
　　　　づくりについての市民意見の結果について
　　２　歴史的風致維持向上計画の変更（案）について
　　３　歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価について

　　３　歴史的風致の維持向上に資する事業の充実について

　【内　容】
　　１　前回協議会の議事内容について
　　２　歴史的風致維持向上計画に追加する事業メニューの抽
　　　　出について
　　３　パブリックコメントの進め方について
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進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 平成２６年度
現在の状況

■実施済
□実施中
□未着手

計画に記載
している内容

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

状況を示す写真や資料等

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目

宇治市風致地区条例の制定

　本計画の重点区域の市街化区域には高度地区や風致地区が指定され、建築物の高さの制限が行われてお
り、今後も引き続き良好な市街地環境の保全を図っていく。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　地域主権改革一括法の施行により、都市計画法に定める政令の一部が改正され、風致地区内における建築等の規制に
係る条例を制定する権限等が京都府より移譲されることから「宇治市風致地区条例」を制定した。
　「宇治市風致地区条例」は、現行の「京都府風致地区条例」を基本とし、国から示されている「風致政令」や「標準条例」と
いった参酌基準に基づき制定した。ただし、許可事務を効率的に行うために必要な条文（事務の簡素化を図るための条文
や行為完了後の確認を行うための条文など）を追加し、本市において該当しない内容（海岸法等に関連する条文など）は、
条文化しないこととした。
　平成26年12月議会で議決を受け、平成26年12月26日に条例を公布、平成27年4月1日の施行とした。

進捗状況　※計画年次との対応

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

　風致条例の特別風致地区の範囲は、世界遺産におけるバッファゾーンとしても位置付
けられているが、バッファゾーン周辺の宅地開発等を規制を強化するためには更なる法
規制の検討が必要。

宇治市風致地区条例施行までの流れ
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